
船舶事故調査報告書 

平成２８年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１０月３１日 ０５時００分ごろ 

発生場所 北海道室蘭市追直
おいなおし

漁港 

 追直港島防波堤南灯台から真方位０６０°５１０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°１８.５′ 東経１４０°５８.４′） 

事故の概要  漁船第十八宝漁
ほうりょう

丸は、離岸操船中、また、漁船第八十二萬漁
まんりょう

丸

は、係留中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２７年１２月２１日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第十八宝漁丸、１４０トン 

   １４１５９７、室蘭漁業協同組合 

Ｂ 漁船 第八十二萬漁丸、１３８トン 

   １２８５０５、本間漁業株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部ハンドレールに曲損等 

Ｂ 船尾構造物に曲損 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約７～８m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１１人が乗り組み、追直漁港の岸壁に入船左舷

着けしていた。 

 Ａ船は、離岸のため、船長Ａが、操舵室の左舷側で操船に当たり、

前部スプリング（以下「本件ライン」という。）を岸壁のビットにつ

ないだまま、ヘッドライン、スターンライン及び後部スプリングを放

すように乗組員に指示した。 

 Ａ船は、船長Ａが、船尾を右舷方に振り出すつもりで左舵一杯とし

て主機を微速力前進としたところ、前進して船首部が船首方に着岸し

ていたＢ船の船尾部に衝突した。 

 船長Ａは、本事故後、本件ラインが岸壁のビットから外れていたこ

とに気付いた。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１０人が乗り組み、Ａ船の前方に入船左舷着け

で係留中、Ａ船の船首部がＢ船の船尾部に衝突した。 

 Ａ船の船首部からＢ船の船尾部までの距離は約３～５ｍであった。 

分析  Ａ船は、追直漁港において離岸する際、船長Ａが、本件ラインの確

認を適切に行っていなかったことから、本件ラインが岸壁のビットか



ら外れていたことに気付かずに機関を前進にかけ、係留中のＢ船に衝

突したものと考えられる。 

 本件ラインが岸壁のビットから外れていたことについては、船長Ａ

が本件ラインと機関を使用して船尾を振り出す際の指示が適切でなか

ったか、船首配置の乗組員が操船の意図を理解していなかったなどが

考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が追直漁港において離岸する際、船長Ａが、

本件ラインの確認を適切に行っていなかったため、本件ラインが岸壁

のビットから外れていたことに気付かずに機関を前進にかけ、係留中

のＢ船に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、係船索を用いて離岸する際は、事前に操船の意図を説明

し、明確な指示を出すととともに、係船索の状況を確認するこ

と。 

 


